～～～クラブ会則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日制定

　　　第１章　総則

　（名称）

第１条　本会は、　　　　　　　と称する。

　（組織、会員の資格）

第２条　本会の会員は、行田市　　　　　　に在住の概ね６０歳以上の者とする。ただし、６０歳未満でも希望される場合は会員とすることができる。

　（事務所）

第３条　本会の事務所は、会長宅に置く。

　（目的）

第４条　本会は、会員相互の親睦と扶助を図り、併せて生活環境の改善、健康保
持をはじめとし、老人福祉の増進と地域社会に寄与することを目的とする。
第２章　事業

　（事業）

第５条　本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。

(1)　教養を向上するための事業

(2)  健康を増進するための事業

(3)  地域社会への奉仕活動（清掃活動、防犯活動、友愛訪問活動など）
(4)  その他本会の目的を達するに必要とする事業

　　　第３章　役員及び職員

　（役員）

第６条　本会に次の役員を置く。

　　(1)  会長　　　　１名

　　(2)　副会長　　　　名
　　(3)  会計　　　　　名

(4)  監査　　　　　名

　（役員の選出）

第７条　会長、副会長及び会計並びに監査等役員は、会員の中から選出する。

　（役員の任務）

第８条　会長は、本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたとき、会長があらかじめ定める順序に従ってその職務を代理する。

３　会計は、本会の出納事務を担当する

４　監査は、会計事務、その他の事務を監査する。

　（役員の任期）

第９条　役員はすべての会員の互選とし、任期は　　年とする。ただし、再任を妨げない。

２　補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

３　役員は、その任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。

　（顧問、相談役）

第１０条　会長は、必要があると認められるときは、役員会の議決を経て顧問、
相談役を置くことができる。

２　顧問、相談役は、本会の目的達成に必要な運営事項等について会長の諮問または相談に応ずる。

３　顧問の任期は　　年とする。

　　　第４章　会議

　（会議の種類及び召集）

第１１条　本会の会議は、総会及び役員会とし、総会はこれを分けて定時総会及
び臨時総会とする。

２　定時総会は、毎会計年度終了後速やかに、臨時総会及び役員会は必要がある
と認めるとき、会長がこれを召集する。

　（総会及び役員会の付議事件）

第１２条　総会に付議する事件は、おおむね次のとおりとする。

　(1) 会則の制定及び改廃

　(2) 事業計画に関すること

　(3) 歳入歳出予算を定めること

　(4) 決算報告を承認すること

　(5) その他本会の運営につき重要と認めること

２　役員会に付議する事件は、おおむね次のとおりとする。

　(1) 総会に付議すべき議案を定めること

　(2) 総会で定めるもののほか、本会の運営に関すること

　(3) その他会長が必要と認めること

　（会議の定足数）

第１３条　会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。た
だし、会長が再度出席を催告してもなお半数に達しないときはこの限りでない。

　（会議の表決）

第１４条　会議の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは
議長の決するところによる。

　　　第５章　会計

　（経費）

第１５条　本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

２　会費の額及び納期は、総会の議決をもって定める。

　（会計年度）

第１６条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終る。

　　　第６章　雑則

　（会長への委任）

第１７条　この会則に定めるもののほか必要な事項は役員会の議決を経て会長が
別に定める。

　　附　則

　この会則は、平成　　年　　月　　日から施行する。　　
